
 

灯油と重油の混和油を自動車燃料として販売、脱税で逮捕！ 

 

「軽油路上抜取調査」実施結果 

 

ＮＯ．８ 平成２２年３月発行 

 

 平成 22 年２月、灯油とホワイトＡ重油の混和油を自動車燃料として販売し、不正に

軽油引取税を免れたとして、千葉県内の石油製品販売業者が逮捕されました。この業者

は平成 18年８月から 21年２月までの間、当該混和油約 1,900klを県内の建材会社など

へトラックの燃料として販売し、約 5,900 万円を脱税したとみられています。 

※ホワイトＡ重油は、通常のＡ重油より色が薄く関西方面で重機用燃料として開発さ

れ、「ＭＣＦ」などの製品名で出荷・流通しているものです。 

「不正軽油撲滅ＮＥＷＳ」では、県内外の不正軽油に関する情報を、読者の皆様に紹

介しています。不正軽油の流通をくい止めるためにも、是非、不正軽油に関する情報を

お寄せください。 

皆様からの情報が、不正軽油撲滅につながります！ 

 

 

富山県不正軽油防止対策協議会 

〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7(富山県経営管理部税務課内) 

TEL.076-444-3178 FAX.076-444-3487 

 

これまでに実施した「軽油路上抜取調査」の結果を公表します。調査に際しては、

日頃よりご協力いただきありがとうございます。全国的には混和率は減少傾向にあり

ますが、県内では横ばいの状況です。県では不正軽油の撲滅を目指し、今後とも各調

査を継続して行いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

採取本数 混和疑数 混和率 採取本数 混和疑数 混和率

21年度 293 6 2.0% 3,632 45 1.2%

20年度 300 3 1.0% 5,347 103 1.9%

19年度 300 1 0.3% 5,470 136 2.5%

18年度 222 5 2.3% 5,863 174 3.0%

17年度 261 20 7.7% 5,498 211 3.8%

年度

県内調査結果 全国一斉調査結果※

※例年、時期を定めて全国一斉調査しているもの。県内調査結果と一部重複がある。

 

使っている軽油がちょっとおかしい！ 

黒い排気ガスのトラックが走っていた！ という場合は･･･ 
 

 
「軽油１１０番」または「総合県税事務所」までお電話を！ 

軽 油 １ １ ０ 番 ０７６－４４４－８１１０ 
総合県税事務所 ０７６－４４４－４５０７ 

 

 


